
税理士・徴収義務者兼用

午前　　　時

午後　　　時

発送・配達に時間がかかる場合がありますので余裕を持って御依頼ください。

フリガナ

(担当者氏名： 様 電話 - - ）

部

部

部

部

部

（注） 1　　　依頼書の提出が集中したり、希望部数が多い場合には、すぐに交付できないことも
　ありますので、余裕をもって提出いただくようお願いします。

2　　　希望部数が多い場合には、在庫の都合上、ご希望に添えない場合があります。

交 付 年 月 日 担 当 者
収受

・ ・ ・ ・ ・ ・

担 当 者
※税務署使用欄

受電
年月日 担 当 者 作 成 年 月 日

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 □依頼者と同じ 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

所 轄 署 名 整 理 番 号 源泉徴収義務者名 納付書種類

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 □依頼者と同じ 給（一般）　 給（納特）　報

必 要
部 数

□提出署 □依頼者と同じ 給（一般）　 給（納特）　報

　□　郵送希望
返信用封筒・切手等の御提出をお願いいたします。

【備考】

該当に☑

□徴収義務者

□税理士

依
頼
者
名

様

所

在

地

源泉所得税徴収高計算書出力依頼書
提出先　 税務署

　□　窓口希望 □ 月　　　　日 □ 作 成 完 了 時 連 絡

国税の納付は、簡単・便利な

をご利用ください！
○金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！

⇒源泉所得税を毎月納付している方に便利です！

ダイレクト納付

地方税の納付は、地方税共通納税システム をご利用ください
１ 個人住民税（特別徴収分、退職所得分）等の電子納税ができます。
２ 複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます（全ての地方公共団体が対応しています。）。
３ 各銀行、信用金庫、信用組合など、多くの金融機関でご利用いただけます。



税理士・徴収義務者兼用

（次葉）
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署 配　その他（　　　　　　　　） 部

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署 配　その他（　　　　　　　　）

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

配　その他（　　　　　　　　）

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

署

署

源泉所得税徴収高計算書出力依頼書

出力依頼源泉徴収義務者

所 轄 署 名 整 理 番 号 源泉徴収義務者名 納付書種類
必 要
部 数

配　その他（　　　　　　　　）

署 配　その他（　　　　　　　　）

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

□提出署 給（一般）　 給（納特）　報

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください！


